
新旧対比表 

 

No 書類名 頁 大項目 中項目 小項目 項目名 修正前（令和５年 12 月 22 日時点） 修正後（令和 6 年 1 月 26 日時点） 

1 

事業契約書

（案） 

別紙 

7 別紙4 ２  
契約金額の支払い

方法 

  

Ａ 

２ 

【令和 10 年度以降】 

・発注者は、事業者に対して、割賦元金及び割賦金利を合わせた額を設

計・建設業務の設計成果物又は工事目的物の引渡し後、会計年度ごと

に、支払限度額の範囲内で支払いを行う。 

・割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の２銀行営業日前の午前

10 時 30 分現在におけるＲＩＦＩＮＩＴＩＶ東京スワップレート（Ｔ．Ｓ．Ｒ）と

して表示されるＴＯＮＡベース 15 年物（円／円）金利スワップレート（Ｊ

ＰＴＳＲＴＯＡ＝ＲＦＴＢ）とし、以降は原則として割賦手数料の見直しを

行わない。 

  

  

Ａ 

２ 

【令和 10 年度以降】 

・発注者は、事業者に対して、割賦元金額を設計・建設業務の設計成果

物又は工事目的物の引渡し後、会計年度ごとに、支払限度額の範囲内

で支払いを行う。なお、割賦払いに伴う割賦金利の支払いは、契約金

額Ｂに含めて支払う。 

・割賦金利の計算に用いる利率は、施設引渡日の２銀行営業日前の午前

10 時 30 分現在におけるＲＩＦＩＮＩＴＩＶ東京スワップレート（Ｔ．Ｓ．Ｒ）と

して表示されるＴＯＮＡベース 15 年物（円／円）金利スワップレート（Ｊ

ＰＴＳＲＴＯＡ＝ＲＦＴＢ）とし、以降は原則として割賦手数料の見直しを

行わない。 

  

2 
要求水準書

添付資料⑮ 
1    貸与物品リスト 

 ４．久宝寺緑地貸与物品一覧表 

 

  

 ４．久宝寺緑地貸与物品一覧表 

 
  

 


